
身体障害者手帳交付の手続きに必要なもの 

 

１．身体障害者診断書（県知事指定の診断書） 

  ・おおむね６ヶ月以内のもの 

２．印鑑 

３．身体障害者手帳交付申請書 

４．個人番号(マイナンバー)の確認 

・申請書内に記載箇所があります 

５．写真 

  ・たて４㎝ × よこ３㎝ 

・申請から１年以内に撮影したもの 

・写真は脱帽で上半身を写したもの 

   ※下記の大きさの写真を持参してください   

   ３㎝ 

 

※大きさの参考です。ここに写真を貼らないで下さい。 

６．既存手帳（障害名・障害程度の変更等の場合） 

４㎝ 


